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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　点眼薬剤成分と、補助成分とを含有し、
　上記補助成分は、当該補助成分全質量に対する質量％で、リン酸化オリゴ糖カルシウム
：１～３０％、ラクトフェリン：０．０１～１０％を含有すること
　を特徴とする点眼薬液。
【請求項２】
　上記補助成分は、当該点眼薬液全質量に対する質量％で０．１～１００％含有すること
　を特徴とする請求項１記載の点眼薬液。
【請求項３】
　上記補助成分における上記リン酸化オリゴ糖カルシウムと、上記ラクトフェリンとは、
互いに異なる容器に予め収容され、別々に点眼可能とされていること
　を特徴とする請求項１又は２記載の点眼薬液。
【請求項４】
　点鼻薬剤成分と、補助成分とを含有し、
　上記補助成分は、当該補助成分全質量に対する質量％で、リン酸化オリゴ糖カルシウム
：１～３０％、ラクトフェリン：０．０１～１０％を含有すること
　を特徴とする点鼻薬液。
【請求項５】
　上記補助成分は、当該点鼻薬液全質量に対する質量％で０．１～１００％含有すること
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　を特徴とする請求項４記載の点鼻薬液。
【請求項６】
　上記補助成分における上記リン酸化オリゴ糖カルシウムと、上記ラクトフェリンとは、
互いに異なる容器に予め収容され、別々に点鼻可能とされていること
　を特徴とする請求項４又は５記載の点鼻薬液。
【請求項７】
　化粧用成分と、補助成分とを含有し、
　上記補助成分は、当該補助成分全質量に対する質量％で、リン酸化オリゴ糖カルシウム
：１～３０％、ラクトフェリン：０．０１～１０％を含有すること
　を特徴とする化粧料。
【請求項８】
　上記補助成分は、当該化粧料全質量に対する質量％で０．１～１００％含有すること
　を特徴とする請求項７記載の化粧料。
【請求項９】
　上記補助成分における上記リン酸化オリゴ糖カルシウムと、上記ラクトフェリンとは、
互いに異なる容器に予め収容され、別々に施術可能とされていること
　を特徴とする請求項７又は８記載の化粧料。
【請求項１０】
　薬剤成分と補助成分とを含有し、
　上記補助成分は、当該補助成分全質量に対する質量％で、リン酸化オリゴ糖カルシウム
：１～３０％、ラクトフェリン：０．０１～１０％を含有すること
　を特徴とする錠剤。
【請求項１１】
　上記薬剤成分を含む核剤の表面に上記補助成分が被覆されてなること
　を特徴とする請求項１０記載の錠剤。
【請求項１２】
　上記補助成分は、当該錠剤全質量に対する質量％で０．１～１００％含有すること
　を特徴とする請求項１０又は１１記載の錠剤。
【請求項１３】
　共に粉体又は顆粒体からなる薬剤成分と、補助成分とを含有し、
　上記補助成分は、当該補助成分全質量に対する質量％で、リン酸化オリゴ糖カルシウム
：１～３０％、ラクトフェリン：０．０１～１０％を含有すること
　を特徴とする粉体又は顆粒状薬剤。
【請求項１４】
　上記補助成分は、当該粉体又は顆粒状薬剤全質量に対する質量％で０．１～１００％含
有すること
　を特徴とする請求項１３記載の粉体又は顆粒状薬剤。
【請求項１５】
　洗浄用成分と、補助成分とを含有し、
　上記補助成分は、当該補助成分全質量に対する質量％で、リン酸化オリゴ糖カルシウム
：１～３０％、ラクトフェリン：０．０１～１０％を含有すること
　を特徴とする皮膚又は毛髪用洗浄剤組成物。
【請求項１６】
　上記補助成分は、当該皮膚又は毛髪用洗浄剤組成物全質量に対する質量％で０．１～１
００％含有すること
　を特徴とする請求項１５記載の皮膚又は毛髪用洗浄剤組成物。
【請求項１７】
　毛髪処理成分と、補助成分とを含有し、
　上記補助成分は、当該補助成分全質量に対する質量％で、リン酸化オリゴ糖カルシウム
：１～３０％、ラクトフェリン：０．０１～１０％を含有すること
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　を特徴とする毛髪処理料。
【請求項１８】
　上記補助成分は、当該毛髪処理料全質量に対する質量％で０．１～１００％含有するこ
と
　を特徴とする請求項１７記載の毛髪処理料。
【請求項１９】
　食用成分と、補助成分とを含有し、
　上記補助成分は、当該補助成分全質量に対する質量％で、リン酸化オリゴ糖カルシウム
：１～３０％、ラクトフェリン：０．０１～１０％を含有すること
　を特徴とする食料組成物。
【請求項２０】
　上記補助成分は、当該食料組成物全質量に対する質量％で０．１～１００％含有するこ
と
　を特徴とする請求項１９記載の食料組成物。
【請求項２１】
　飲料用成分と、補助成分とを含有し、
　上記補助成分は、当該補助成分全質量に対する質量％で、リン酸化オリゴ糖カルシウム
：１～３０％、ラクトフェリン：０．０１～１０％を含有すること
　を特徴とする飲料組成物。
【請求項２２】
　上記補助成分は、当該飲料組成物全質量に対する質量％で０．１～１００％含有するこ
と
　を特徴とする請求項２１記載の飲料組成物。
【請求項２３】
　調味料成分と、補助成分とを含有し、
　上記補助成分は、当該補助成分全質量に対する質量％で、リン酸化オリゴ糖カルシウム
：１～３０％、ラクトフェリン：０．０１～１０％を含有すること
　を特徴とする調味料組成物。
【請求項２４】
　上記補助成分は、当該調味料組成物全質量に対する質量％で０．１～１００％含有する
こと
　を特徴とする請求項２３記載の調味料組成物。
【請求項２５】
　口腔内に含ませることにより口腔内の健康を増進する口腔ケア組成物において、
　組成物全質量に対する質量％で、
　リン酸化オリゴ糖カルシウム：１～３０％、
　ラクトフェリン：０．０１～１０％、
　マグネシウム化合物：マグネシウム換算値で１～５％を含有すること
　を特徴とする口腔ケア組成物。
【請求項２６】
　口腔内に含ませることにより口腔内の健康を増進する口腔ケア組成物において、
　組成物全質量に対する質量％で、
　リン酸化オリゴ糖カルシウム：１～３０％、
　ラクトフェリン：０．０１～１０％、
　スクラロース：１～５％を含有すること
　を特徴とする口腔ケア組成物。
【請求項２７】
補助成分を含有し、
　上記補助成分は、当該補助成分全質量に対する質量％で、リン酸化オリゴ糖カルシウム
：１～３０％、ラクトフェリン：０．０１～１０％、ラクトパーオキシターゼ：１～２０
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％を含有すること
　を特徴とする歯痛緩和剤。
【請求項２８】
　上記補助成分は、当該歯痛緩和剤全質量に対する質量％で０．１～１００％含有するこ
と
　を特徴とする請求項２７記載の歯痛緩和剤。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、殺菌、抗菌作用を発揮する唾液を口腔内により多く分泌させることにより、
口腔内の健康を維持する上で好適な口腔ケア組成物、錠剤、顆粒状薬剤に関するものであ
る。
【背景技術】
【０００２】
　唾液は、口腔内を湿潤状態に保ち、食物の消化を円滑にし、物理的あるいは生化学的メ
カニズムで口腔内を清掃する作用等がある。更にこの唾液は、口腔内のｐＨを一定に保持
し、唾液中の重炭酸塩イオン（ＨＣＯ3

-）の働きにより、口腔内のｐＨがより中性となる
ように保持することでう蝕（虫歯）を予防する役割を担う。つまり、唾液は摂食や口腔内
の健康維持において重要な役割を担うものである。
【０００３】
　ところが近年において、唾液分泌量の低下により口腔組織が乾燥してしまう、いわゆる
ドライマウス（口腔乾燥症）の人口が増加しつつある。このドライマウスに発症した場合
食物が飲み込みにくくなる等の症状を伴い、また唾液量が減少することによる抗菌作用の
低下も生じる。その結果、食物残渣を栄養源とする細菌が増殖して口腔内環境が悪化し、
虫歯や歯周病等の口腔内疾患の発症や口臭の発生を引き起し、更には口腔内におけるべと
べとした不快感、嚥下や会話への支障等にもつながる。
【０００４】
　ちなみに唾液量が減少してドライマウスを発症するのには、唾液腺の疾患や全身の疾患
の影響だけでなく、加齢や服薬の副作用等、様々な原因が考えられる。このためドライマ
ウスを治療するにあたり、これらの原因を完全に払拭するのは難しい場合も多い。
【０００５】
　かかる状況の下で、ドライマウスに対する従来の対処療法としては、唾液分泌を直接的
に促進させるべく、唾液腺マッサージや咀嚼により唾液腺を物理的に刺激する方法のほか
、酸や植物エキス等からなる唾液分泌促進剤やそれらを含有する食品等を口腔内で作用さ
せて唾液分泌を促進させる方法が提案されている（例えば特許文献１参照。）。また、口
腔内を保湿するために方法として、高分子量の成分を含有する保湿成分を含有する組成物
を口腔内に含ませる方法も提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平１１－７１２５３号公報
【特許文献２】特開２００７－８４５０１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、上述した従来技術によれば、確かに唾液の分泌を促進させてドライマウ
ス症状を改善することができるものの、唾液の分泌量を飛躍的に増大させることができな
いという問題点があった。また上述した従来技術は、例えば点眼薬や点鼻薬と組み合わせ
て使用する場合や、錠剤の周囲に唾液の分泌成分をコーティングすることでドライマウス
症状の人でも錠剤を飲みやすくする場合等に適した構成になっていない。また上述した従
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来技術は、顆粒や粉末状の薬剤と混合して製造販売する場合や、化粧品、シャンプーリン
ス、スプレー剤、ジェル等と混合して使用する場合に適した構成となっていない。更に上
述した従来技術は、食物や飲料と組み合わせる場合において適した構成となっていない。
【０００８】
　即ち、唾液の分泌量を飛躍的に増大させることでドライマウス症状を改善するとともに
、これと同一の組成物をかかるドライマウスの改善のみならず他の様々な用途へ適用する
際に適した構成が従来より望まれていた。
【０００９】
　そこで本発明は、上述した問題点に鑑みて案出されたものであり、その目的とするとこ
ろは、唾液の分泌量を飛躍的に増大させることでドライマウス症状の更なる改善を図ると
ともに、これとほぼ同一の組成物を他の用途へ展開する上で好適な口腔ケア組成物、錠剤
、顆粒状薬剤を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、ラクトフェリンを安定化させ、酵素分解されないようにバリアしつつ、カル
シウムイオンとカップリングさせることを期待した技術である。つまり、ラクトフェリン
にカルシウムイオンを素早く結合させることにより、結合部位を形成しているドメインに
構造が変化し、閉じた状態となる。このため、ラクトフェリンがタンパク質分解酵素に構
造破壊されにくくなる。つまり、カルシウムイオンは、ラクトフェリンの構造の安定化に
大きく寄与する物質である。
【００１１】
　本発明者らは、ラクトフェリンといち早く結合して安定化させることが可能なカルシウ
ム物質を鋭意検討したところ、リン酸オリゴ糖カルシウムが最もラクトフェリンの構造の
安定化に寄与する物質であることを特定した。
【００１２】
　本発明に係る点眼薬液は、点眼薬剤成分と、補助成分とを含有し、上記補助成分は、当
該補助成分全質量に対する質量％で、リン酸化オリゴ糖カルシウム：１～３０％、ラクト
フェリン：０．０１～１０％を含有することを特徴とする。
【００１３】
　本発明に係る点鼻薬液は、点鼻薬剤成分と、補助成分とを含有し、上記補助成分は、当
該補助成分全質量に対する質量％で、リン酸化オリゴ糖カルシウム：１～３０％、ラクト
フェリン：０．０１～１０％を含有することを特徴とする。
【００１４】
　本発明に係る化粧料は、化粧用成分と、補助成分とを含有し、上記補助成分は、当該補
助成分全質量に対する質量％で、リン酸化オリゴ糖カルシウム：１～３０％、ラクトフェ
リン：０．０１～１０％を含有することを特徴とする。
【００１５】
　本発明に係る錠剤は、薬剤成分と補助成分とを含有し、上記補助成分は、当該補助成分
全質量に対する質量％で、リン酸化オリゴ糖カルシウム：１～３０％、ラクトフェリン：
０．０１～１０％を含有することを特徴とする。
【００１６】
　本発明に係る粉体又は顆粒状薬剤は、共に粉体又は顆粒体からなる薬剤成分と、補助成
分とを含有し、上記補助成分は、当該補助成分全質量に対する質量％で、リン酸化オリゴ
糖カルシウム：１～３０％、ラクトフェリン：０．０１～１０％を含有することを特徴と
する。
【００１７】
　本発明に係る皮膚又は毛髪用洗浄剤組成物は、洗浄用成分と、補助成分とを含有し、上
記補助成分は、当該補助成分全質量に対する質量％で、リン酸化オリゴ糖カルシウム：１
～３０％、ラクトフェリン：０．０１～１０％を含有することを特徴とする。
【００１８】
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　本発明に係る毛髪処理料は、毛髪処理成分と、補助成分とを含有し、上記補助成分は、
当該補助成分全質量に対する質量％で、リン酸化オリゴ糖カルシウム：１～３０％、ラク
トフェリン：０．０１～１０％を含有することを特徴とする。
【００１９】
　本発明に係る食料組成物は、食用成分と、補助成分とを含有し、上記補助成分は、当該
補助成分全質量に対する質量％で、リン酸化オリゴ糖カルシウム：１～３０％、ラクトフ
ェリン：０．０１～１０％を含有することを特徴とする。
【００２０】
　本発明に係る飲料組成物は、飲料用成分と、補助成分とを含有し、上記補助成分は、当
該補助成分全質量に対する質量％で、リン酸化オリゴ糖カルシウム：１～３０％、ラクト
フェリン：０．０１～１０％を含有することを特徴とする。
【００２１】
　本発明に係る調味料組成物は、調味料成分と、補助成分とを含有し、上記補助成分は、
当該補助成分全質量に対する質量％で、リン酸化オリゴ糖カルシウム：１～３０％、ラク
トフェリン：０．０１～１０％を含有することを特徴とする。
【００２２】
　本発明に係る口腔ケア組成物は、口腔内に含ませることにより口腔内の健康を増進する
口腔ケア組成物において、組成物全質量に対する質量％で、リン酸化オリゴ糖カルシウム
：１～３０％、ラクトフェリン：０．０１～１０％、マグネシウム化合物：マグネシウム
換算値で１～５％を含有することを特徴とする。
【００２３】
　本発明に係る口腔ケア組成物は、口腔内に含ませることにより口腔内の健康を増進する
口腔ケア組成物において、組成物全質量に対する質量％で、リン酸化オリゴ糖カルシウム
：１～３０％、ラクトフェリン：０．０１～１０％、スクラロース：１～５％を含有する
ことを特徴とする。
【００２４】
　本発明に係る歯痛緩和剤は、補助成分を含有し、上記補助成分は、当該補助成分全質量
に対する質量％で、リン酸化オリゴ糖カルシウム：１～３０％、ラクトフェリン：０．０
１～１０％、ラクトパーオキシターゼ：１～２０％を含有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００２５】
　上述した構成からなる本発明によれば、被験者の口腔内に含ませることにより、この口
腔ケア組成物に含有されているリン酸化オリゴ糖カルシウム及びラクトフェリンが互いの
存在により相乗的に作用して、唾液をより大量に分泌させることになる。このとき、上述
した重炭酸ナトリウムや炭酸カリウム又は炭酸水素カリウムが含有されていることにより
、更に唾液の分泌が促されることとなる。
【００２６】
　このようにして、口腔内における唾液の分泌が飛躍的な促進されることにより、食物の
消化が助けられ、口腔内にある食べかすを洗い流す自浄作用が高まることとなる。また口
腔内における殺菌作用をも発揮され、更には口腔内のｐＨがよりアルカリとなるように保
持されることとなり、う蝕の発生や進行を防止することが可能となり、また再石灰化の作
用も発揮させることが可能となる。また本発明を適用した口腔ケア組成物は、口腔内にお
ける唾液の分泌を促すことで、高齢者等に多く現れるドライマウスの症状を緩和させるこ
とも可能となる。
【００２７】
　また本発明は、例えば点眼薬や点鼻薬と組み合わせて使用する場合や、錠剤の周囲に唾
液の分泌成分をコーティングすることでドライマウス症状の人でも錠剤を飲みやすくする
場合等に適した構成とすることができる。また本発明は、顆粒や粉末状の薬剤と混合して
製造販売する場合や、化粧品、シャンプーリンス、スプレー剤、ジェル等と混合して使用
する場合に適した構成とすることができる。また本発明は、食物や飲料と組み合わせる場
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合において適した構成とすることができる。
【００２８】
　即ち、上述した構成からなる本発明によれば、唾液の分泌量を飛躍的に増大させること
でドライマウス症状を改善するとともに、これと同一の組成物をかかるドライマウスの改
善のみならず他の様々な用途へ適用する際に適した構成とすることが可能となる。
【００２９】
　特に本発明では、大量の唾液の分泌促進が実現できるため、被災地等のような水が無い
場所においても、これを口に含ませておくことにより、歯磨きをすることなくう蝕の発生
や進行を防止することが可能となる。また高齢者や身体障害者等のように、歯磨きが困難
な者が、本発明を適用した口腔ケア組成物を口に含ませることにより、歯磨きをすること
なくう蝕の発生や進行を防止することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明を錠剤に適用する場合の例について説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　本発明者らは、上述した課題を解決するために、唾液により発現される作用に着目し、
これを大量に分泌させ、口腔内の健康維持増進を図ることが可能な口腔ケア組成物を発明
した。唾液により発現される主な作用は以下である。
【００３２】
　唾液は、消化酵素のアミラーゼが含まれている。このアミラーゼは、食物に含まれる糖
質を分解することにより体内において吸収しやすくする効果を発現させる。唾液は、この
ような酵素としてのアミラーゼが含まれることで、食物の消化を助ける作用を奏するもの
である。
【００３３】
　また口腔内にある食物と唾液とが混和することにより、適当なサイズの食塊を生成させ
ることができる。このため唾液は、食物の飲み込みを助ける作用を奏するものである。ま
た唾液は、口腔内にある食べかすを洗い流すいわゆる自浄作用を発揮する。即ち、よく噛
むことで分泌する唾液の量が増加し、自浄作用が高まることとなる。
【００３４】
　唾液には外部から口や鼻等を介して浸入してくる細菌に対する抗菌作用を発揮するリゾ
チームも含まれている。また唾液には、口腔の中を洗い流す役目も果たし、唾液が大量に
分泌されることにより、口腔内の汚れを除去することができ、ひいては口臭を防ぐことも
可能となる。
【００３５】
　また唾液は、口腔内のｐＨを一定に保つ役割を、いわゆる緩衝作用を発揮する。唾液中
の重炭酸塩イオン（ＨＣＯ3

-）の働きにより、口腔内のｐＨがより中性となるように保持
されることとなる。一般的にう蝕（虫歯）は、歯垢の中に酸が大量に生成されることによ
り、口腔内のｐＨが酸性に傾き、歯の表面のカルシウムやミネラルを溶かしはじめるいわ
ゆる脱灰が起点となる。しかし、この唾液が大量に分泌されることにより、唾液自身が保
有する緩衝作用に基づいて口腔内がいち早く中性に戻ることとなる。
【００３６】
　更に唾液は、酸によって溶けた歯の表面のカルシウムやミネラルを補充し、修復するい
わゆる再石灰化作用を発揮する。
【００３７】
　本発明者らは、これら唾液の持つ作用をより好適に発揮させる条件について鋭意検討し
た。その結果、以下に示す成分からなる口腔ケア組成物とし、これを被験者の口腔内に含
ませることにより、唾液をより大量に分泌させることができることを実験的に検証した。
その結果、リン酸化オリゴ糖カルシウムとラクトフェリンとを混合することによる相乗効
果に基づいて、唾液の分泌量を飛躍的に上げることができることを新たに見出した。この
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リン酸化オリゴ糖カルシウムは水に溶けにくい物質であるのに対してラクトフェリンは、
水に溶けやすい物質である。即ち、互いに水和性の異なるリン酸化オリゴ糖カルシウムと
ラクトフェリンを混合して一つの口腔ケア組成物とするという従来には無い発想に基づく
ものである。
【００３８】
　即ち、本発明に係る口腔ケア組成物は、口腔内に含ませることにより口腔内の健康を増
進する口腔ケア組成物であって、組成物全質量に対する質量％で、リン酸化オリゴ糖カル
シウム：１～３０％、ラクトフェリン：０．０１～１０％を含有する。この口腔ケア組成
物は、更にマグネシウム化合物：マグネシウム換算値で１～５％含有するものであっても
よい。また、口腔ケア組成物は、スクラロース：１～５％を含有するものであってもよい
。また、本発明を適用した口腔ケア組成物は、重炭酸ナトリウム：１～２０％を含有する
ものであってもよいし、炭酸カリウム又は炭酸水素カリウムを１～５％含有するものであ
ってもよい。
【００３９】
　また本発明を適用した口腔ケア組成物では、難消化性デキストリン、ジャンピニオンエ
キス粉末、キシリトール、香料、微粒二酸化ケイ素、ステアリン酸カルシウム等の何れか
１以上を残部に含有するものであってもよい。
【００４０】
　以下、本発明を適用した口腔ケア組成物について、その成分と含有量の限定理由につい
て説明する。なお、各成分の含有量は、組成物全質量に対する質量％で表すこととし、そ
の質量％を表すときには単に％と記載して表すこととする。
【００４１】
　リン酸化オリゴ糖カルシウム：１～３０％
　リン酸化オリゴ糖カルシウムは、北海道産のジャガイモを原料とした澱粉由来の成分で
ある。ジャガイモの澱粉にはリン酸基が結合している部位があり、その澱粉に酵素を作用
させて抽出及び精製し、カルシウム塩として調製したものが、リン酸化オリゴ糖カルシウ
ムである。このリン酸化オリゴ糖カルシウムは、口腔内に含ませることにより、唾液を大
量に分泌させる作用を引き起こさせる。また、このリン酸化オリゴ糖カルシウムは、カル
シウム源としての機能を発揮することに加え、う蝕原性細菌であるミュータンスレンサ球
菌の栄養源にならず、更に口腔内のｐＨ低下を緩衝作用によって抑制する機能も発揮しえ
る。リン酸化オリゴ糖カルシウムは、溶解したカルシウムイオンが唾液中において増強さ
れることにより、歯の再石灰化も促進させることが可能となる。
【００４２】
　このようなリン酸化オリゴ糖カルシウムの含有量が１％未満では、リン酸化オリゴ糖カ
ルシウムの本来保有する機能を発揮し得ず、上述した所期の効果を奏することができない
。一方、リン酸化オリゴ糖カルシウムの含有量が３０％を超えた場合には、効果が飽和し
てしまうとともに、これを多く含有させることによる原料コストが増加してしまうことと
なる。リン酸化オリゴ糖カルシウムを３０％を超えるほど大量に添加してしまうことにな
れば、乳児に対して却って毒性の強いものとなってしまう。このため、リン酸化オリゴ糖
カルシウムの含有量は１～３０％とする。
【００４３】
　ラクトフェリン：０．０１～１０％
　ラクトフェリンは、動物の体内で広く分布している分子量約８万の鉄結合性の糖タンパ
ク質である。ラクトフェリンは、哺乳動物（例えば、ヒト、ウシ、ヤギ、ヒツジ、ウマ等
）の初乳、移行乳、常乳、末期乳、又はこれらの乳の処理物である脱脂乳、ホエー等を乳
原料とし、例えばイオン交換クロマトグラフィー等の公知の分離・精製方法を用いること
で、前記原料から分離して得られるものを用いることができる。このラクトフェリンは、
更に植物（トマト、イネ、タバコ）から生産されたものであってもよいし、遺伝子組み換
えによって得られるものであってもよい。更にラクトフェリンは、市販品を使用してもよ
いし、公知の方法により調製して使用することができる。ラクトフェリンは、１種単独で
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又は２種以上を適宜組み合わせて用いることができる。このようなラクトフェリンは、口
腔内に含ませることにより、唾液を大量に分泌させる作用を引き起こさせる。
【００４４】
　このラクトフェリンが奏しえる中核機能として、は、免疫的寛容の導入、異物認識の強
化、血管新生の阻害、オピオイド作用の増強等である。免疫的寛容の導入により、自己免
疫疾患、各種アレルギーに対する改善効果が期待できる。また異物認識の強化により、例
えば感染症、特に日和見感染症に対し改善効果が期待できる。またラクトフェリンは、炎
症が誘導する血管新生を阻害する効果も奏するため、癌を始めとする血管新生病に有効で
ある。一方、ラクトフェリンは脳内麻薬と称される内因性オピオイドの効果を高めため、
疼痛に対する鎮痛効果をも発揮しえる。
【００４５】
　ラクトフェリンは、上述した唾液の分泌効果に加え、更に結膜粘膜の修復と涙腺の若返
りに効果をも発揮しえる。このため、このようなラクトフェリンを点眼することにより、
いわゆるドライアイの改善効果も期待できる。またラクトフェリンは、アルツハイマー病
を始めとする神経変性疾患を治療、予防できる可能性もある。
【００４６】
　このようなラクトフェリンの含有量が０．０１％未満では、ラクトフェリンの本来保有
する機能を発揮し得ず、上述した所期の効果を奏することができない。一方、ラクトフェ
リンの含有量が１０％を超えた場合には、効果が飽和してしまうとともに、これを多く含
有させることによる原料コストが増加してしまうこととなる。これに加えて、ラクトフェ
リンの含有量が１０％を超えてしまうと、これを摂取した患者の血糖値が高くなってしま
う。このため、ラクトフェリンの含有量は０．０１～１０％とする。
【００４７】
　重炭酸ナトリウム：１～２０％
　重炭酸ナトリウム（炭酸水素ナトリウム）は、一般に重曹と称されるもので、ふくらし
粉、清涼飲料などの添加剤として各種の食品分野や、人工透析剤、胃腸薬などの医薬品分
野において、さらに消火剤、浴用剤、洗浄剤などとして広く使用されている。このような
重炭酸ナトリウムを、口腔内に含ませることにより、唾液を大量に分泌させる作用を引き
起こさせる。
【００４８】
このような重炭酸ナトリウムの含有量が１％未満では、重炭酸ナトリウムの本来保有する
機能を発揮し得ず、上述した所期の効果を奏することができない。一方、重炭酸ナトリウ
ムの含有量が２０％を超えた場合には、効果が飽和してしまう。このため、重炭酸ナトリ
ウムの含有量は１～２０％とする。
【００４９】
　ちなみに、この重炭酸ナトリウムの含有量は、更に所期の効果を発揮させるためには、
６～１６％とされていることが望ましく、更には、１０～１６％とされていることは望ま
しい。この望ましい重炭酸ナトリウムの例として、上限を１６％としている理由は、１６
％を超える重炭酸ナトリウムを添加すると吐き気を感じる場合があり、嘔吐しやすい組成
物となってしまうためである。
【００５０】
　炭酸カリウム：１～５％
　炭酸カリウムは、医薬品、食品、化粧品等の多分野で古くから汎用の成分であり、制酸
剤又はアシドーシス抑制剤として医薬品中に配合され、或いは経口の水分補給剤の成分と
して用いられる。また、炭酸カリウムは、唾液をアルカリ性にしたり、アルカリ性の状態
を維持したりする緩衝剤としての機能も発揮しえる。このような炭酸カリウムを口腔内に
含ませることにより、唾液を大量に分泌させる作用を引き起こさせる。
【００５１】
　このような炭酸カリウムの含有量が１％未満では、炭酸カリウムの本来保有する機能を
発揮し得ず、上述した所期の効果を奏することができない。一方、炭酸カリウムの含有量
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が５％を超えた場合には、効果が飽和してしまう。このため、炭酸カリウムの含有量は１
～５％とする。なお、炭酸カリウムの代替として、炭酸水素カリウムを添加させるように
してもよい。
【００５２】
　なお、本発明では、必要に応じて下記の成分を含有するものであってもよい。
【００５３】
　リン酸源化合物：１～３％
　リン酸源化合物は、リン酸、リン酸ナトリウム、リン酸カリウム、ポリリン酸および環
状リン酸塩からなる群より選択される化合物である。中でもポリリン酸は、２以上のリン
酸が縮合して形成される化合物であり、食品の賦形剤、変色防止剤等として多用される。
ポリリン酸中の重合度は２以上であれば任意であり、例えば、２以上であり、１０以下で
ある。ポリリン酸の例としては、ピロリン酸、トリリン酸、トリメタリン酸、テトラメタ
リン酸、シクロポリリン酸などが挙げられる。環状リン酸の例としては、ヘキサメタリン
酸などが挙げられる。ポリリン酸は、腸管バリア機能の低下を抑制することができ、腸管
バリア機能を回復させる機能を発揮しえる。ポリリン酸は、大腸菌をはじめとする微生物
において、ポリリン酸キナーゼによりＡＴＰから合成される。このようなポリリン酸を口
腔内に含ませることにより、唾液を大量に分泌させる作用を引き起こさせる。このリン酸
源化合物は１～３％の範囲内とされていることが望ましい。
【００５４】
　マグネシウム化合物：マグネシウム換算値で１～５％
　マグネシウム化合物は、例えば炭酸マグネシウム、硫酸マグネシウム等である。その中
で特に炭酸マグネシウムは、主として歯磨き粉の研磨剤や制酸剤として用いられる。この
ような炭酸マグネシウムを混合することにより、唾液を大量に分泌させる作用を引き起こ
させる。このマグネシウム化合物の含有量は、マグネシウム換算値で定義される。このマ
グネシウム換算値は、化合物中に含まれるＭｇの質量に基づく質量％である。マグネシウ
ム換算値が１％未満である場合には、かかる唾液分泌の効果を奏し得ない。一方、マグネ
シウム換算値が５％を超えてしまうと、効果が飽和してしまう。このためマグネシウム化
合物は、マグネシウム換算値で１～５％とする。
【００５５】
　スクラロース：１～５％
　スクラロースは、ショ糖から生まれた人口甘味料の一つである。スクラロースは、ショ
糖の約６００倍の甘味を持ち、水に溶けやすく安定性に優れる。またスクラロースは、砂
糖に似たまろやかな甘味を発揮しつつも砂糖のように体内で炭水化物として消化、吸収は
されないため、生理的熱量はゼロである。このため、スクラロースは、清涼飲料水やアイ
スクリームを始めとした各種飲料組成物、食料組成物に適用される。またこのスクラロー
スが発揮するまろやかな甘味により、唾液を大量に分泌させる作用を発揮する。このスク
ラロースの含有量が１％未満である場合には、かかる唾液分泌の効果を奏し得ない。一方
、スクラロースの含有量が５％を超えてしまうと、効果が飽和してしまうとともに、これ
を多く含有させることによる原料コストが増加してしまうこととなる。このためスクラロ
ースの含有量は１～５％とする。
【００５６】
　残部の含有物
　難消化性デキストリンは、とうもろこし、小麦、米、豆類、イモ類、タピオカなどの植
物由来の澱粉を加酸および／または加熱して得た焙焼デキストリンを、必要に応じてαア
ミラーゼ及び／又はグルコアミラーゼで処理した後、必要に応じて脱塩、脱色した水溶性
食物繊維であり、難消化性の特徴を持つものをいう。本発明を適用した口腔ケア組成物で
は、錠剤として構成する場合における増量剤として使用され、その含有量は特に限定され
るものではなく適量添加される。
【００５７】
　ジャンピニオンエキス粉末は、マッシュルームから抽出される成分であり、口臭等の臭
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いを消去するために適量添加される。
【００５８】
　キシリトールは、天然に存在する五炭糖の糖アルコールであり、本発明において添加す
るものについては、その供給源としてはいかなる公知のものであってもよい。このキシリ
トールを添加することにより、口腔ケア組成物を錠剤として構成した場合に飲みやすくす
ることが可能となる。キシリトールの含有量は特に限定されるものではなく適量添加され
る。
【００５９】
　香料は、様々な植物や一部の動物から抽出された天然香料、あるいは化学的に合成され
た合成香料を多数調合して得られるものである。例えばオレンジの香料を添加することに
より口腔ケア組成物を錠剤として構成した場合に飲みやすくすることが可能となる。また
、メントールの香料を添加することにより、これを飲んだ際にスッとするような感覚を発
現させることが可能となる。この香料の含有量は特に限定されるものではなく適量添加さ
れる。
【００６０】
　微粒二酸化ケイ素は、ケイ酸ナトリウムを塩酸や硫酸で分解した微粒状なものであり、
硬度を調整するために適量添加されるものであるが、その添加は必須ではない。
【００６１】
　ステアリン酸カルシウムは、ステアリン酸とパルミチン酸のカルシウム塩であり、粉状
製品の滑沢性、流動性付与や固結防止、又は製品組織の乳化、粘性を高める効果のあるパ
ーム由来脂肪酸を使用したものである。ステアリン酸カルシウムの含有量は特に限定され
るものではなく適量添加される。
【００６２】
　本発明を適用した口腔ケア組成物は、上述した含有量からなる各成分を錠剤又は粉末状
等の固体状にして具現化されるものであってもよいし、液体として具現化されるものであ
ってもよい。
【００６３】
　このような本発明を適用した口腔ケア組成物を被験者の口腔内に含ませることにより、
この口腔ケア組成物に含有されているリン酸化オリゴ糖カルシウム及びラクトフェリンが
互いの存在により相乗的に作用して、唾液をより大量に分泌させることになる。また、リ
ン酸オリゴ糖カルシウムのカルシウム分がラクトフェリンといち早く結合し、ラクトフェ
リンがタンパク質分解酵素に構造破壊されにくくなるため、これを構造的に安定化させる
ことが可能となる。
【００６４】
　その結果、口腔内における唾液の飛躍的な分泌が生じ、ドライマウスの症状を緩和させ
ることも可能となる。このとき、上述した重炭酸ナトリウムや炭酸カリウム又は炭酸水素
カリウム、炭酸マグネシウム、スクラロースが含有されていることにより、更に唾液の分
泌が促されることとなる。
【００６５】
　このようにして、口腔内における唾液の分泌が促進されることにより、食物の消化が助
けられ、口腔内にある食べかすを洗い流す自浄作用が高まることとなる。また口腔内にお
ける殺菌作用をも発揮され、更には口腔内のｐＨがより中性となるように保持されること
となり、う蝕の発生や進行を防止することが可能となり、また再石灰化の作用も発揮させ
ることが可能となる。
【００６６】
　特に本発明では、大量の唾液の分泌促進が実現できるため、被災地等のような水が無い
場所においても、これを口に含ませておくことにより、歯磨きをすることなくう蝕の発生
や進行を防止することが可能となる。また高齢者や身体障害者等のように、歯磨きが困難
な者が、本発明を適用した口腔ケア組成物を口に含ませることにより、歯磨きをすること
なくう蝕の発生や進行を防止することが可能となる。
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【００６７】
　また本発明を適用した口腔ケア組成物は、口腔内における唾液の分泌を促すことで、高
齢者等に多く現れるドライマウスの症状を緩和させることも可能となる。また、上述した
構成からなる口腔ケア組成物は、歯痛を緩和するための歯痛緩和剤として適用するもので
あってもよい。なお歯痛緩和剤へ適用する場合の詳細な実施形態は、後述する。
【００６８】
　なお本発明は、上述した成分の配合比率からなる口腔ケア組成物単体のみで構成される
場合に限定されるものではない。上述した口腔ケア組成物の配合比率からなる成分が混合
された点眼薬に適用されるものであってもよい。点眼薬として具現化される場合には、上
述した口腔ケア組成物の配合比率からなる補助成分と、通常の点眼薬に含まれる点眼薬成
分とを含有した点眼薬液として具現化される。点眼薬成分としては、例えば、抗炎症剤、
ビタミン剤、血管収縮剤、抗ヒスタミン剤、散瞳剤、縮瞳剤、眼圧降下剤、白内障治療剤
、ステロイドホルモン剤、抗生物質、局所麻酔剤、充血除去成分、アミノ酸類成分、抗菌
成分等が挙げられるがこれらに限定されるものではなく、他のいかなる点眼薬成分が混合
するものであっても良い。なお点眼薬液は、点眼薬成分以外に水分、防腐剤も含む。
【００６９】
　補助成分は、点眼薬液全質量に対する質量％で０．０１～１０％含有する。ちなみに、
補助成分におけるリン酸化オリゴ糖カルシウムと、ラクトフェリンとは、互いに別々に点
眼するように構成するようにしてもよい。かかる場合には、リン酸化オリゴ糖カルシウム
と必要な場合には点眼薬成分からなる点眼薬液を一の容器に入れ、ラクトフェリンと必要
な場合には点眼薬成分からなる点眼薬液を他の容器に入れる。そして、何れか一方の容器
の点眼薬液により点眼を行い、しばらく時間が経過した後に他方の容器の点眼薬液により
点眼を行う。これにより、リン酸化オリゴ糖カルシウムと、ラクトフェリンとの点眼時を
ずらすことができ、目の中でリン酸化オリゴ糖カルシウムと、ラクトフェリンとが混合し
てしまうのを防止することができる。
【００７０】
　上述の如き構成からなる点眼薬液によれば、ラクトフェリンによる結膜粘膜の修復作用
と涙腺細胞の若返り作用により、いわゆるドライアイを改善することが可能となる。また
、本発明によれば液体状の口腔ケア組成物単体そのものを点眼薬液として具現化してもよ
い。
【００７１】
　また、本発明では、上述した口腔ケア組成物の配合比率からなる成分が混合された点鼻
薬に適用されるものであってもよい。点鼻薬として具現化される場合には、上述した口腔
ケア組成物の配合比率からなる補助成分と、通常の点鼻薬に含まれる点鼻薬成分とを含有
した点鼻薬液として具現化される。点鼻薬成分としては、血管収縮剤、血管拡張薬、抗ヒ
スタミン剤、ステロイド等が挙げられるがこれらに限定されるものではなく、他のいかな
る点鼻薬成分が混合するものであってもよい。
【００７２】
　補助成分は、点鼻薬液全質量に対する質量％で０．０１～１０％含有する。ちなみに、
補助成分におけるリン酸化オリゴ糖カルシウムと、ラクトフェリンとは、互いに別々に点
鼻するように構成するようにしてもよい。かかる場合には、リン酸化オリゴ糖カルシウム
と必要な場合には点鼻薬成分からなる点鼻薬液を一の容器に入れ、ラクトフェリンと必要
な場合には点鼻薬成分からなる点鼻薬液を他の容器に入れる。そして、何れか一方の容器
の点鼻薬液により点鼻を行い、しばらく時間が経過した後に他方の容器の点鼻薬液により
点鼻を行う。これにより、リン酸化オリゴ糖カルシウムと、ラクトフェリンとの点鼻時を
ずらすことができ、鼻の中でリン酸化オリゴ糖カルシウムと、ラクトフェリンとが混合し
てしまうのを防止することができる。
【００７３】
　上述の如き構成からなる点鼻薬液によれば、ラクトフェリンが点鼻により、鼻の毛細血
管から、血液脳関門を通過し、　ラクトフェリンと結びついたカルシウムイオンが脳血液
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内に広がる作用が生じ、アルツハイマー特有の脳血液内のカルシウムイオン不足　が解消
されることにより、アルツハイマー症を改善することが可能となる。また、本発明によれ
ば液体状の口腔ケア組成物単体そのものを点鼻薬液として具現化してもよい。
【００７４】
　また、本発明では、上述した口腔ケア組成物の配合比率からなる成分が混合された化粧
料に適用されるものであってもよい。化粧料として具現化される場合には、上述した口腔
ケア組成物の配合比率からなる補助成分と、通常の化粧品に含まれる化粧用成分とを含有
した化粧料として具現化される。この化粧料は、ともに肌に塗布するためのファンデーシ
ョン又はクリーム、その他化粧液等であり、化粧用成分としては、アルブチン、フラーレ
ン、トラネキサム酸、ハイドロキノン、ヨクイニンエキス、プラセンタエキス等のいわゆ
る美白成分、リン酸アスコルビルNa、リン酸アスコルビルMg、テトラヘキシルデカン酸ア
スコルビル、パルミチン酸アスコルビル間等のいわゆるビタミンＣ誘導体、ヒアルロン酸
Na、水溶性コラーゲン、プラセンタエキス、セラミド2、セラミド3、セラミド6等の保湿
成分、アスタキサンチン、コエンザイムQ10、 EGF(ヒトオリゴペプチド)、白金ナノコロ
イド、レチノイン酸トコフェリル、レチノール等のアンチエイジング成分等が挙げられる
がこれらに限定されるものではなく、他のいかなる化粧用成分が混合するものであっても
よい。
【００７５】
　補助成分は、化粧料全質量に対する質量％で０．０１～２０％含有する。ちなみに、補
助成分におけるリン酸化オリゴ糖カルシウムと、ラクトフェリンとは、互いに別々に肌に
塗布するように構成するようにしてもよい。かかる場合には、リン酸化オリゴ糖カルシウ
ムと必要な場合には化粧用成分からなる化粧料を一の容器に入れ、ラクトフェリンと必要
な場合には化粧用成分からなる化粧料を他の容器に入れる。そして、何れか一方の容器の
化粧料を肌に塗布し、しばらく時間が経過した後に他方の容器の化粧料を肌に塗布して施
術することが可能となる。これにより、リン酸化オリゴ糖カルシウムと、ラクトフェリン
との化粧時をずらすことができ、皮膚の表面でリン酸化オリゴ糖カルシウムと、ラクトフ
ェリンとが混合してしまうのを防止することができる。
【００７６】
　上述の如き構成からなる化粧料によれば、リン酸化オリゴ糖カルシウムのカルシウムイ
オンがラクトフェリンとの化合により、肌の角層への浸透作用が生じ、表皮顆粒層に局在
するカルシウムイオンとして働く作用が生じ、表皮内カルシウム局在を改善することが可
能となる。その結果、肌荒れ、くすみ、ドライスキン等の症状を改善することができる。
また、本発明によればクリーム状又はパウダー状の口腔ケア組成物単体そのものを化粧料
として具現化してもよい。
【００７７】
　また、本発明では、上述した口腔ケア組成物の配合比率からなる成分が混合された錠剤
に適用されるものであってもよい。錠剤として具現化される場合には、上述した口腔ケア
組成物の配合比率からなる補助成分と、通常の錠剤に含まれる有効成分としての薬剤成分
とを含有した錠剤として具現化される。この錠剤は、例えば有効成分で構成される薬剤成
分としては、解熱鎮痛成分、去痰成分、抗炎症成分、鎮静成分、制酸成分、ビタミンその
他滋養強壮成分、漢方製剤、カフェイン等の眠気防止性分、抗めまい成分、抗ヒスタミン
成分、抗コリン成分、局所麻酔成分、殺菌消毒成分、健胃成分、消化成分、胃粘膜保護・
修復成分、止瀉薬成分、組織修復成分、止血成分、血管収縮成分等が挙げられる。但し薬
剤成分は、これらに限定されるものではなく、他のいかなる成分が混合するものであって
もよい。また有効成分以外の錠剤を構成するものとしては、増量剤、結合剤、滑沢剤等が
ある。
【００７８】
　補助成分は、錠剤全質量に対する質量％で１～４０％含有する。かかる場合において、
図１に示すように薬剤成分を含む核剤１の表面に補助成分２が被覆されている錠剤１０と
して構成されていてもよい。核剤１の表面に補助成分２を被覆する際には、補助成分２に
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より被覆しきれていない箇所があるために核剤１が露出してしまっていてもよい。即ち、
この補助成分２は、核剤１の少なくとも一部を被覆するものであってもよい。また図１に
示す形態以外に、補助成分と薬剤成分とが互いに混合し合って一つの錠剤を構成するもの
であってもよい。
【００７９】
　このような錠剤を口に含ませることにより、リン酸化オリゴ糖カルシウム及びラクトフ
ェリンが互いの存在により相乗的に作用して、唾液をより大量に分泌させることになる。
その結果、口腔内における唾液の飛躍的な分泌が生じ、ドライマウス症状の人であっても
、唾液を通じて錠剤を飲みやすくすることが可能となる。
【００８０】
　また、本発明では、上述した口腔ケア組成物の配合比率からなる成分が混合された粉体
状薬剤又は顆粒状薬剤に適用されるものであってもよい。具体的には、上述した口腔ケア
組成物の配合比率からなる粉体状の補助成分と、粉体からなる有効成分を含む薬剤成分を
含有する粉体状薬剤、又は顆粒体状の補助成分と顆粒体からなる有効成分を含む薬剤成分
を含有する顆粒状薬剤として具現化される。これら粉体状薬剤又は顆粒状薬剤は、カプセ
ルに封入されて流通販売、使用されるものであってもよい。ちなみに、この薬剤成分につ
いては、上述した錠剤と同様のものであるため、係る記載を引用することにより以下での
説明を省略する。
【００８１】
　補助成分は、粉体又は顆粒状薬剤全質量に対する質量％で０．１～４０％含有する。こ
のような粉体又は顆粒状薬剤を口に含ませることにより、リン酸化オリゴ糖カルシウム及
びラクトフェリンが互いの存在により相乗的に作用して、唾液をより大量に分泌させるこ
とになる。その結果、口腔内における唾液の飛躍的な分泌が生じ、ドライマウス症状の人
であっても、唾液を通じて粉体又は顆粒状薬剤を飲みやすくすることが可能となる。
【００８２】
　また、本発明では、上述した口腔ケア組成物の配合比率からなる成分が混合された頭髪
用シャンプー、ボディシャンプー、クレンジング、洗顔フォーム等の皮膚又は毛髪用洗浄
剤組成物に適用されるものであってもよい。皮膚又は毛髪用洗浄剤組成物として具現化さ
れる場合には、上述した口腔ケア組成物の配合比率からなる補助成分と、通常の皮膚又は
毛髪用洗剤に含まれる洗浄用成分とを含有した皮膚又は毛髪用洗浄剤組成物として具現化
される。この皮膚又は毛髪用洗浄剤組成物は、例えば粉末、固形、ペースト、液状で構成
されている。以下の例では液状で構成されている場合を例にとり説明をする。洗浄用成分
としては、主として水と界面活性剤により構成されている。界面活性剤は、高級アルコー
ル系界面活性剤、アミノ酸系界面活性剤、ベタイン系界面活性剤（両イオン性界面活性剤
）、ノニオン界面活性剤（非イオン性界面活性剤）、天然界面活性剤が挙げられる。この
洗浄用成分は、その他シリコン、メントール、保湿成分、石鹸、椿油等も添加されている
。
【００８３】
　補助成分は、皮膚又は毛髪用洗浄剤組成物全質量に対する質量％で０．１～１０％含有
されている。このような皮膚又は毛髪用洗浄剤組成物により毛髪や皮膚を洗浄することに
より、毛髪内部や肌の表皮層にカルシウムイオンとラクトフェリンを送り込む作用が生じ
、毛髪や肌の質を改善することが可能となる。
【００８４】
　また本発明では、上述した口腔ケア組成物の配合比率からなる成分が混合されたリンス
、コンディショナー、トリートメント、整髪料（ジェル、ムース、スプレーを含む）等の
毛髪処理料に適用されていてもよい。毛髪処理料として具現化される場合には、上述した
口腔ケア組成物の配合比率からなる補助成分と毛髪処理成分とを含有させて構成する。毛
髪処理成分は、例えば粉末、固形、ペースト、液状で構成されている。以下の例では液状
で構成されている場合を例にとり説明をする。毛髪処理成分は、リンス、コンディショナ
ー、トリートメントへの適用の場合には、精製水、還元水、グリセリン、スクワラン、保
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湿剤、油分、アミノエチルアミノプロピルメチコンジメチコン、高級アルコール、植物の
種子油、メドゥフォームエストリド、コレステロール、アロエエキス、オリーブ油脂肪酸
グリセリン、バイオヒアルロン酸等である。また毛髪処理成分は、整髪料への適用の場合
には、液体油脂、ポリマー、固形油脂、界面活性剤、アルコール、水分、噴射剤（ガス）
、香料、防腐剤、安定剤、シリコン等から構成されている。
【００８５】
　補助成分は、毛髪処理料全質量に対する質量％で０．１～１０％含有されている。この
ような毛髪処理料により毛髪を処理することにより、毛根へのラクトフェリンとリン酸化
オリゴ糖カルシウムイオンを イオンチャネルの電解で定着させる作用が生じ、効果的な
毛髪処理を行うことが可能となる。
【００８６】
　また、本発明では、上述した口腔ケア組成物の配合比率からなる成分が混合された食料
組成物に適用されるものであってもよい。食料組成物として具現化される場合には、上述
した口腔ケア組成物の配合比率からなる補助成分と、通常の食品や菓子類を構成する食用
成分とを含有した食料組成物として具現化される。この食料組成物は、たんぱく質、脂質
、炭水化物、カルシウム、ビタミン、カロチン等の栄養素により構成されている。ここで
いう菓子類は、例えばガムやキャンディ等の嗜好品も含まれる。
【００８７】
　補助成分は、食料組成物全質量に対する質量％で０．０１～３０％含有されている。こ
のような食料組成物により、通常の栄養摂取に加えてラクトフェリンのもつ血液脳関門を
越えて脳脊髄液へ移行する作用を発揮させることが可能となり、アルツハイマー病を始め
とする神経変性疾患を治療、予防することが可能となる。またリン酸化オリゴ糖カルシウ
ム及びラクトフェリンが互いの存在により相乗的に作用して、唾液をより大量に分泌させ
ることになる。その結果、口腔内における唾液の飛躍的な分泌が生じ、ドライマウス症状
の人であっても、唾液を通じて食べやすい食材とすることができる。更に食後の口腔内に
残存した食べかすについても、分泌量の増加した唾液を通じて処理することが可能となり
、口腔内の健康増進にも寄与することとなる。
【００８８】
　また本発明では、上述した口腔ケア組成物の配合比率からなる成分が混合された飲料組
成物に適用されるものであってもよい。飲料組成物として具現化される場合には、上述し
た口腔ケア組成物の配合比率からなる補助成分と、通常の飲料類を構成する飲料用成分と
を含有した飲料組成物として具現化される。この飲料組成物は、清涼飲料水、炭酸飲料水
、酒類等で構成されており、水分、コーヒー、香料、着色料、糖分、ビタミンＣ、塩分、
果物のエキス、アルコール類等で構成されている。
【００８９】
　補助成分は、飲料組成物全質量に対する質量％で０．０１～２０％含有されている。こ
のような飲料組成物により、通常の水分並びに栄養摂取に加えてラクトフェリンのもつ血
液脳関門を越えて脳脊髄液へ移行する作用を発揮させることが可能となり、アルツハイマ
ー病を始めとする神経変性疾患を治療、予防することが可能となる。またリン酸化オリゴ
糖カルシウム及びラクトフェリンが互いの存在により相乗的に作用して、唾液をより大量
に分泌させることになる。その結果、口腔内における唾液の飛躍的な分泌が生じ、口腔内
の健康増進にも寄与することとなる。
【００９０】
　また本発明では、上述した口腔ケア組成物の配合比率からなる成分が混合された調味料
組成物に適用されるものであってもよい。調味料組成物として具現化される場合には、上
述した口腔ケア組成物の配合比率からなる補助成分と、通常の調味料を構成する調味料成
分とを含有した調味料組成物として具現化される。この調味料組成物は、液体状、固形状
、粉体状等で構成されてなり、食塩、醤油、砂糖、酢、味噌以外に、ラー油、ドレッシン
グ、マヨネーズ、ケチャップ、タバスコ、胡椒、七味唐辛子、みりん、料理酒、和風調味
料（つゆ、ぽん酢）等に代表されるものであるが、これ以外に、旨み調味料等に代表され
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るようなアミノ酸等を主成分としたものであってもよい。
【００９１】
　補助成分は、調味料組成物全質量に対する質量％で０．０１～１０％含有されている。
このような調味料組成物により、ラクトフェリンのもつ血液脳関門を越えて脳脊髄液へ移
行する作用を発揮させることが可能となり、アルツハイマー病を始めとする神経変性疾患
を治療、予防することが可能となる。またリン酸化オリゴ糖カルシウム及びラクトフェリ
ンが互いの存在により相乗的に作用して、唾液をより大量に分泌させることになる。その
結果、口腔内における唾液の飛躍的な分泌が生じ、口腔内の健康増進にも寄与することと
なる。
【００９２】
　また、本発明では、上述した口腔ケア組成物の配合比率からなる成分が混合された歯痛
緩和剤に適用されるものであってもよい。歯痛緩和剤として具現化される場合には、上述
した口腔ケア組成物の配合比率からなる補助成分と、通常の主成分とを含有した組成物と
して具現化される。但し、この歯痛緩和剤は、主成分が添加されてなく、補助成分のみで
構成されるものであってもよい。
【００９３】
　この主成分としては、解熱鎮痛成分、去痰成分、抗炎症成分、鎮静成分、制酸成分、ビ
タミンその他滋養強壮成分、漢方製剤、抗ヒスタミン成分、抗コリン成分、局所麻酔成分
、殺菌消毒成分、健胃成分、消化成分、胃粘膜保護・修復成分、止瀉薬成分、組織修復成
分、止血成分、血管収縮成分等の有効成分が挙げられる。但し主成分は、これらに限定さ
れるものではなく、他のいかなる成分が混合するものであってもよい。また有効成分以外
の錠剤を構成するものとしては、増量剤、結合剤、滑沢剤等がある。
【００９４】
　実際に本発明を適用した歯痛緩和剤を具現化する場合には、錠剤、顆粒、液体等で構成
されるが、これに限定されるものではなく、例えば食材、飲料、ガムや飴等の菓子類に含
ませるようにしてもよい。かかる場合には、主成分は、上述した食用成分、飲料用成分で
構成される。この食用成分は、噛んだ後に捨てるガムの成分も含まれる。
【００９５】
　また、本発明を適用した歯痛緩和剤を具現化する場合には、歯磨き粉、デンタルジェル
等に具現化されるものであってもよい。かかる場合おいて主成分は、ソルビット液等の主
剤、水等の基材、顆粒、無水ケイ酸等の湿潤材、ゼオライト、モノフルオロリン酸ナトリ
ウム等の薬用成分、その他発泡剤、香味料、着色料が添加されている。
【００９６】
　補助成分は、歯痛緩和剤全質量に対する質量％で１～１００％含有する。このような歯
痛緩和剤を口に含ませることにより、リン酸化オリゴ糖カルシウム及びラクトフェリンが
互いの存在により相乗的に作用して、唾液をより大量に分泌させることは勿論である。
【００９７】
　これに加えて、リン酸化オリゴ糖カルシウムは、口腔内で唾液に溶け、リン酸カルシウ
ムに変化する。このリン酸カルシウムは、歯を構成するエナメル成分そのものである。こ
のため、この変化したリン酸カルシウムが歯のエナメル質のう蝕部分に入り込むことによ
り、当該う蝕部分が埋め込まれてあたかも蓋がされているように作用し、いわゆる再石灰
化が進展することとなる。その結果、口腔内からう蝕部分に食物や食べかす、細菌が入り
込むのを防止することができる。これにより、歯痛を防止することができる。
【００９８】
　また本発明によれば、更にラクトフェリンが、う蝕の炎症部分や炎症を起こしている歯
肉や歯茎、更には浮腫の歯に作用し、炎症を起こしている細菌を減少させるように作用す
ることとなる。その結果、歯痛が更に治まることとなる。
【００９９】
　即ち、本発明によれば、う蝕部分の疼痛の改善、歯肉の炎症、歯茎の腫れ、浮腫の歯の
ぐらつきの改善、口内炎等歯周病の軽減を図ることができるとともに、再石灰化が促進さ
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ることだけで歯痛の緩和並びにう蝕の治療を同時に行うことができることから、通常歯科
医院にて行うべき治療、施術を、歯痛緩和剤を口に含ませるという極めて簡易な動作で実
現することが可能となる。特に上述したリン酸化オリゴ糖カルシウム及びラクトフェリン
による唾液の分泌がより促される結果、歯の再石灰化が促進されることとなる。
【０１００】
　更に本発明によれば、補助成分全質量に対する質量％で、ラクトパーオキシターゼ：１
～２０％を含有するものであってもよい。このラクトパーオキシターゼは、ラクトフェリ
ンと同様に、唾液や乳に含まれる生体防御成分であり、歯周病菌等の各種細菌に対して抗
菌作用を示す酵素である。このラクトパーオキシターゼが補助成分全質量に対する質量％
で１％未満である場合には、抗菌作用をより効果的に発現させることができない。一方、
このラクトパーオキシターゼが補助成分全質量に対する質量％で２０％超である場合には
、効果が飽和してしまう。このため、このラクトパーオキシターゼによる抗菌作用を好適
に発現させるためには、補助成分全質量に対する質量％で１～２０％を含有していること
が望ましい。
【０１０１】
　なお、本発明は、何れの実施形態においても主成分（薬剤成分、食用成分、飲料用成分
）と補助成分の２成分系で構成している場合を例にとり説明をしたが、これに限定される
ものではない。つまり補助成分のみで構成するようにしてもよい。かかる場合には、何れ
の薬液、化粧品、食料組成物、飲料組成物等は、補助成分により１００％構成され、その
補助成分を構成する、リン酸化オリゴ糖カルシウムとラクトフェリンが上述した比率で混
合していることとなる。また、主成分と補助成分との２成分系により構成される場合にお
いても、その補助成分の含有比率は、上述した範囲に限定されるものではなく、０．１～
１００％の間であればいかなる含有比率で構成されていてもよい。
【実施例１】
【０１０２】
　以下に、本発明で使用した試験方法、実施例及び比較例を挙げて本発明を具体的に説明
するが、本発明はこれらの実施例に限定されるものではない。また、以下の例において単
に％のみ記載されている場合は、質量％を示すものとする。
【０１０３】
　本発明では、実験的検討を行うために得たサンプル錠剤について、表１、２に示すよう
に、被験者Ａ～Ｅの５名に対して口に含ませ、唾液分泌量を計測した。
【０１０４】
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【表１】

【０１０５】
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【表２】

【０１０６】
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　被験者Ａは５０代男性、被験者Ｂは６０代男性、被験者Ｃは４０代男性、被験者Ｄは５
０代女性、被験者Ｅは５０代女性である。この被験者Ａ～Ｅは何れもドライマウス症状の
ある者である。特に被験者Ｅは、舌癌の手術後、抗癌剤による治療中であり、通常である
と唾液が殆ど分泌しない状態にある者である。
【０１０７】
　これら各被験者Ａ～Ｅについて、以上の表１、２に示す成分からなるサンプル錠剤を１
分間に亘り口に含ませ、口腔内に溜まった唾液を計量カップに吐き出させてその量を測定
した。サンプル錠剤は、いずれも５００ｍｇの錠剤で構成し、それぞれ表１に示す各成分
について表中の数値からなる％含有させ、残部は、デキストリン等のような澱粉成分によ
り構成している。
【０１０８】
　比較例１は、単にサンプル錠剤をデキストリンのみで構成した、いわゆるバルク状態の
サンプルである。比較例２～３において唾液分泌を促す成分は、重炭酸ナトリウムのみで
あり、これについて含有量を互いに異ならせて構成している。比較例４～７において唾液
分泌を促す成分は、リン酸化オリゴ糖カルシウムのみであり、これについて含有量を互い
に異ならせて構成している。比較例８～１０において、唾液分泌を促す成分は、ラクトフ
ェリンのみであり、これについて含有量を互いに異ならせて構成している。
【０１０９】
　これら比較例２～１０は、成分の含有量が高くなるにつれて、被験者Ａ～Ｅ何れも唾液
分泌量が多くなる傾向が見られていた。
【０１１０】
　本発明例１～１４は、何れも本発明において規定した範囲内に入るものである。例えば
本発明例３は、重炭酸ナトリウムが１６％、リン酸化オリゴ糖カルシウムが１０％、ラク
トフェリンが１％であるのに対して、比較例３は、重炭酸ナトリウムが１６％のみ、比較
例６は、リン酸化オリゴ糖カルシウムが１０％のみ、比較例１０は、ラクトフェリンが１
％のみ含有するものである。本発明例３は、比較例３、６、１０の合計の唾液分泌量を上
回っていることからも、これら各成分を混合して一つの組成物とすることによる相乗効果
が現れているものと考えられる。
【０１１１】
　また、比較例１１、本発明例１～６は、何れも重炭酸ナトリウムを１６％に、またラク
トフェリンを１％に固定し、リン酸化オリゴ糖カルシウムの含有量を異ならせて、それぞ
れ唾液分泌量を測定した結果である。本発明例１～６は、何れもリン酸化オリゴ糖カルシ
ウムが１～３０％の範囲に含まれているため、被験者５人分の唾液分泌量の総量が１５０
ｍｌを超えていた。比較例１１は、リン酸化オリゴ糖カルシウムが３０％を超えているた
め、唾液分泌量が本発明例５、６と比べて低下傾向にあり、またリン酸化オリゴ糖カルシ
ウムが３０％を超えると原料コストの負担が多くなってしまう。これに加えて、この比較
例１１を摂取した被験者のうちの複数人が、お腹がゆるくなる等の症状を訴えたことから
も、このリン酸化オリゴ糖カルシウムを添加しすぎることによるデメリットが現れてきて
しまう。
【０１１２】
　本発明例９～１３は、重炭酸ナトリウムを添加することなく、リン酸化オリゴ糖カルシ
ウム及びラクトフェリンのみで組成物を構成する例である。この本発明例９～１３におい
ても、比較例４、８の合計の唾液分泌量を上回っていることからも、これら各成分を混合
して一つの組成物とすることによる相乗効果が現れているものと考えられる。
【０１１３】
　本発明例８では、リン酸化オリゴ糖カルシウム及びラクトフェリンの含有量は、本発明
例７と同一であるが、重炭酸ナトリウムの含有量を２５％とすることにより、１～２０％
の範囲を超えるように設定したものである。重炭酸ナトリウムの含有量を高めることによ
り、唾液分泌量を更に増加できることが示されている。本発明例８では、このように唾液
分泌量を増加させることができる。また今回の被験者からは特段報告はなされなかったが
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、本発明例８を摂取した被験者のうちの一人が、僅かな吐き気をもよおす等の症状を訴え
たことからも、この重炭酸ナトリウムを添加しすぎることによるデメリットが現れてきて
しまう。
【０１１４】
　本発明例１４は、更に炭酸カリウムを２％添加した例である。この炭酸カリウムを添加
することにより唾液の分泌量を飛躍的に増大させることができたことが分かる。
【０１１５】
　本発明例１５は、本発明例１１に示すリン酸化オリゴ糖カルシウム、ラクトフェリンの
含有率に加えて、炭酸マグネシウムがマグネシウム換算値で３％含有した例である。本発
明例１５の方が炭酸マグネシウムが添加されている分において唾液の分泌量が増加してい
る。
【０１１６】
　また本発明例１６は、本発明例１１に示すリン酸化オリゴ糖カルシウム、ラクトフェリ
ンの含有率に加えて、スクラロースを３％含有した例である。本発明例１６の方がスクラ
ロースが添加されている分において唾液の分泌量が増加している。
【実施例２】
【０１１７】
　点眼薬成分と、補助成分とを含有する点眼薬液を作製した。補助成分は、点眼薬液全質
量に対する質量％で２．６％の液体で構成している。この補助成分は、補助成分全質量に
対する質量％で、リン酸化オリゴ糖カルシウム１６％、ラクトフェリン１％、残部は水分
で構成されている。また、点眼薬成分は、参天製薬のサンテメディカル１０（登録商標）
と同様に、点眼薬成分全体に対する質量％で、ビタミンB12（シアノコバラミン）0.02%、
ネオスチグミンメチル硫酸塩0.005%、ビタミンB6（ピリドキシン塩酸塩）0.05%、パンテ
ノール0.05%、Ｌ－アスパラギン酸カリウム1.0%、タウリン1.0%、クロルフェニラミンマ
レイン酸塩0.03%、イプシロン-アミノカプロン酸1.0%、グリチルリチン酸二カリウム0.1%
、塩酸テトラヒドロゾリン0.03%とされており、その他エデト酸ナトリウム水和物、クロ
ロブタノール、ベンザルコニウム塩化物液、ホウ酸、d-ボルネオ－ル、l-メントール、pH
調節剤が添加されている。また点眼薬成分の残りは水分等である。
【０１１８】
　このような点眼薬成分をドライアイの症状を持つ被験者に点眼したところ、ドライアイ
の症状が以前より回復した旨の回答があった。
【０１１９】
　また補助成分として、補助成分全質量に対する質量％で、リン酸化オリゴ糖カルシウム
１６％、ラクトフェリン１％、残部は水分で構成し、補助成分は、点眼薬液全質量に対す
る質量％で２．６％とし、点眼薬成分は、水分のみで構成した例も同じ被験者に試したが
、同様にドライアイの症状が以前より回復した旨の回答があった。
【実施例３】
【０１２０】
　点鼻薬成分と、補助成分とを含有する点鼻薬液を作製した。補助成分は、点眼薬液全質
量に対する質量％で３．６％の液体で構成している。この補助成分は、補助成分全質量に
対する質量％で、リン酸化オリゴ糖カルシウム６％、ラクトフェリン２．５％、残部は水
分で構成されている。また、点鼻薬成分は、新ルル（登録商標）点鼻薬と同様に、１ｍｌ
中にナファゾリン塩酸塩０．５ｍｇ、クロルフェニラミンマレイン酸塩５ｍｇ、塩酸リド
カイン３ｍｇ、ベンゼトニウム塩化物０．２ｍｇを含有し、等張化剤、パラベン、pH調節
剤を添加してなるものである。
【０１２１】
　このような点鼻薬成分を被験者に点鼻したところ、副交感神経に働きかけたと思われる
動作の落ち着きがでたことや、ドライアイの改善が見られ視野も広がったとの治験から、
脳機能の向上による作用と思われる症状が以前より回復した旨の回答があった。
【０１２２】
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　また補助成分として、補助成分全質量に対する質量％で、リン酸化オリゴ糖カルシウム
６％、ラクトフェリン２．５％、残部は水分で構成し、補助成分は、点鼻薬液全質量に対
する質量％で３．６％とし、点鼻薬成分は、水分のみで構成した例も同じ被験者に試した
が、同様にドライアイや視野が広がる等の症状が以前より回復した旨の回答があった。
　また、佐藤製薬社製の商品名（ナザール（登録商標））からなる点鼻薬成分と、補助成
分とを含有する点鼻薬液を作製した。補助成分は、点眼薬液全質量に対する質量％で３．
６％の液体で構成している。この補助成分は、補助成分全質量に対する質量％で、リン酸
化オリゴ糖カルシウム６％、ラクトフェリン２．５％、残部は水分で構成されている。こ
れを被験者に点鼻したところ、同様の回答があった。
【実施例４】
【０１２３】
　化粧用成分と、補助成分とを含有する化粧料を作製した。補助成分は、化粧料全質量に
対する質量％で５．２％の液体で構成している。この補助成分は、補助成分全質量に対す
る質量％で、リン酸化オリゴ糖カルシウム１２％、ラクトフェリン１％、残部は水分で構
成されている。また、化粧用成分は、化粧用成分全体の質量％で、美白成分（Ｌ－アスコ
ルビン酸　2－グルコシド等）２．００％、肌荒れ防止成分（グリチルリチン酸2Ｋ）：０
．１０％、保湿成分（濃グリセリン：８．００％、トレハロース液：１．００％、ヒアル
ロン酸ナトリウム：０．０５％、油性エモリエント成分（大豆油）０．０３％、ｐＨ調整
剤：０．０３％、増粘剤（キサンタンガム：０．３０％、ヒドロキシエチルセルロース０
．３０％）、可溶化剤（ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油）：０．５％、防腐剤（メチル
パラベン：０．２１％、フェノキシエタノール：０．１１％）、キレート剤（ＥＤＴＡ－
２Ｎａ）：０．１０％、天然ビタミンＥ：０．０７％、残部：精製水を添加してなるもの
である。
【０１２４】
　このような化粧料を被験者に塗布したところ、肌荒れ、くすみ、ドライスキンの症状が
以前より回復した旨の回答があった。
【０１２５】
　また補助成分として、補助成分全質量に対する質量％で、リン酸化オリゴ糖カルシウム
１２％、ラクトフェリン１％、残部は水分で構成し、補助成分は、点鼻薬液全質量に対す
る質量％で５．２％とし、化粧用成分は、水分のみで構成した例も同じ被験者に試したが
、同様に肌荒れ、くすみの症状が以前より回復した旨の回答があった。
　なお、上述した成分以外に、ロート製薬（株）の商品名（薬用　極潤（登録商標））か
らなる化粧用成分と、補助成分とを含有する化粧料を作製した。補助成分は、化粧料全質
量に対する質量％で５．２％の液体で構成している。この補助成分は、補助成分全質量に
対する質量％で、リン酸化オリゴ糖カルシウム１２％、ラクトフェリン１％、残部は水分
で構成されている。このような化粧料を被験者に塗布したところ、肌荒れ、くすみ、ドラ
イスキンの症状が以前より回復した旨の回答があった。
【実施例５】
【０１２６】
　薬剤成分と、補助成分とを含有する錠剤を作製した。補助成分は、錠剤全質量に対する
質量％で２．３％とし、薬剤成分の表面を被覆させている。この補助成分は、補助成分全
質量に対する質量％で、リン酸化オリゴ糖カルシウム７％、ラクトフェリン３％、残部は
澱粉で構成している。薬剤成分は、薬剤成分全体の質量％で、９錠中の成分が、タカヂア
スターゼＮ１：１５０ｍｇ、リパーゼＡＰ１２：６０ｍｇ、アカメガシワエキス：６３ｍ
ｇ、カンゾウ末：１５０ｍｇ、ケイ酸アルミン酸マグネシウム７２０ｍｇ、合成ヒドロタ
ルサイト３００ｍｇ、水酸化マグネシウム６００ｍｇ、ロートエキス３０ｍｇ、オウパク
末１０５ｍｇ、ケイヒ末２２５ｍｇ、ウイキョウ末６０ｍｇ、チョウジ末３０ｍｇ、ショ
ウキョウ末７５ｍｇ、Ｉ－メントール９ｍｇを含有させてなる。このような錠剤を被験者
に飲ませたところ、胃腸の状態の改善のみならず、口に含ませた際の唾液分泌量を増加さ
せることができ、より飲みやすくすることができた旨の回答があった。
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【０１２７】
　同様に粉薬、顆粒についても上述した錠剤と同一成分で作製し、被験者に塗布したとこ
ろ、同様の回答が得られた。
【実施例６】
【０１２８】
　洗浄用成分と、補助成分とを含有する皮膚又は毛髪用洗浄剤組成物（シャンプー）を作
製した。補助成分は、シャンプー全質量に対する質量％で５．６％としている。この補助
成分は、補助成分全質量に対する質量％で、リン酸化オリゴ糖カルシウム１２％、ラクト
フェリン２％、残部は水分で構成している。洗浄用成分は、洗浄用成分全体の質量％で、
水：53.3％、界面活性剤（石鹸）：42.0％、増泡剤：3.0％、香料：0.5％、防腐剤：0.5
％未満、pH調整剤：0.5％、コンディショニング剤：0.5％を含有する。このようなシャン
プーを被験者の頭髪洗浄に使用させたところフケ症の改善や髪にツヤが出たとの回答があ
った。
【実施例７】
【０１２９】
　毛髪処理成分と、補助成分とを含有する毛髪処理料（リンス）を作製した。補助成分は
、リンス全質量に対する質量％で７．１％としている。この補助成分は、補助成分全質量
に対する質量％で、リン酸化オリゴ糖カルシウム１２％、ラクトフェリン２％、残部は水
分で構成している。毛髪処理成分は、毛髪処理成分全体の質量％で、ミリスチルアルコー
ル：5.00%、ジメチコン：1.00%、イソノナン酸エチルへキシル：1.00%、（ステアロキシ
メチコン／ジメチコン）コポリマー：0.50%、水添オリーブ油：0.50%、アジピン酸ジイソ
ブチル：0.25%、アジピン酸ジイソプロピル：0.25%、ラベンダー油：0.03%、グリセリン
：5.00%、グリシン：1.00%、ラウロイルグルタミン酸ジ（コレステリル／オクチルドデシ
ル）：0.20%、ステアラミドエチルジエチルアミン：3.00%、ココイルアルギニンエチルＰ
ＣＡ：0.20%、加水分解シルク：0.01%、グリコール酸：0.63%、水添レシチン：0.50%、エ
タノール：0.01%、残部が水で構成されている。このようなリンスを被験者の頭髪洗浄に
使用させたところフケ症の改善や髪にツヤが出たとの回答があった。
【実施例８】
【０１３０】
　食用成分と、補助成分とを含有するゼリー菓子を作製した。補助成分は、菓子全質量に
対する質量％で３．１％としている。この補助成分は、補助成分全質量に対する質量％で
、リン酸化オリゴ糖カルシウム１６％、ラクトフェリン６％、残部は水分としている。ま
た食用成分は、１００ｇ中水分８２．３ｇ、たんぱく質２．３ｇ、糖質１５．３ｇ、繊維
０．１ｇ、カルシウム３ｍｇからなる。このようなゼリー菓子を被験者に食用させたとこ
ろ、唾液の大量の分泌が促された旨の回答があった。
【実施例９】
【０１３１】
　サントリー社製の「南アルプス天然水」（登録商標）からなる飲料用成分と補助成分と
を含有する飲料組成物を作製した。補助成分は、飲料組成物全質量に対する質量％で１０
％としている。この補助成分は、補助成分全質量に対する質量％で、リン酸化オリゴ糖カ
ルシウム１２％、ラクトフェリン４％、残部は水分としている。また、飲料用成分は、サ
ントリー社製の「南アルプス天然水」（登録商標）とし、ナトリウム：0.4～1.0 mg、カ
ルシウム：0.6～1.5 mg、マグネシウム：0.1～0.3 mg、カリウム：0.1～0.5 mg、硬度：3
0、ｐＨ：約7とされている。このような飲料を被験者に飲用させたところ、唾液の大量の
分泌が促された旨の回答があった。
【実施例１０】
【０１３２】
　キッコーマン社製の醤油からなる調味料成分と補助成分とを含有する調味料を作製した
。補助成分は、調味料全質量に対する質量％で５％としている。この補助成分は、補助成
分全質量に対する質量％で、リン酸化オリゴ糖カルシウム１２％、ラクトフェリン４％、
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残部は水分としている。また、調味料成分は、キッコーマン社製の醤油している。このよ
うな調味料を被験者に使用させたところ、味かまろやかになった旨の回答があった。
【実施例１１】
【０１３３】
　歯痛緩和剤について実験検討を行うために得たサンプル錠剤について、表１に示すよう
に、被験者に対して口に含ませ、歯痛の緩和効果をインタビューを通じて聞き取りをした
。
【０１３４】
　サンプル錠剤としては、以下の表３に示す補助成分と、主成分とを混合することにより
作製した。表３の数値は、全質量に対する質量％で表示している。
【０１３５】
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【表３】

【０１３６】
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　被験者は５０代男性であり、歯科医師の診断において、下顎第一小臼歯においてう蝕が
歯髄まで到達してＣ３の診断を受けている。また実験前において被験者にインタビューし
たところ、歯痛について自覚症状があることも確認している。
【０１３７】
　この被験者に対して、う蝕が生じた下顎第一小臼歯を介してサンプル錠剤を１０分間に
わたり噛みしめてもらい、歯痛の緩和効果を５段階に亘り評価してもらった。表中の緩和
効果が５に近くなるほど、緩和効果が大きくなり、歯痛がより治まったものと判断されて
いる。一方、表中の緩和効果が１に近くなるほど、緩和効果が小さくなり、歯痛が殆ど治
まっていないものと判断されている。
【０１３８】
　サンプル錠剤は、いずれも５００ｍｇの錠剤で構成し、それぞれ表１に示す各成分につ
いて表中の数値からなる％含有させ、残部は、デキストリン等のような澱粉成分により構
成している。
【０１３９】
　比較例１は、単にサンプル錠剤をリン酸化オリゴ糖カルシウムのみで構成したものであ
るが、歯痛の緩和効果は小さかった。同様に比較例２は、サンプル錠剤をラクトフェリン
のみで構成したものであるが、歯痛の緩和効果は小さかった。
【０１４０】
　これに対して、本発明例１７～１９は、何れもリン酸化オリゴ糖カルシウム、ラクトフ
ェリンを本発明において規定する範囲内の含有比率で構成したものであるが、被験者より
歯痛の大きな緩和効果が報告された。
【０１４１】
　また本発明例２０～２２は、リン酸化オリゴ糖カルシウム、ラクトフェリンを本発明に
おいて規定する範囲内の含有比率で構成し、更にラクトパーオキシターゼを本発明におい
て規定する範囲内の含有比率で構成したものであるが、被験者より歯痛のより大きな緩和
効果が報告された。但し、比較例１４はラクトパーオキシターゼの含有量を２０％超で構
成しているが、やや効果が飽和気味であった。
【符号の説明】
【０１４２】
１　核剤
２　補助成分
１０　錠剤
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